
昭和 47年２月 12日 47動検第 150号  

（一部改正：平成 29年２月 28日 28動検第 1166号） 

（一部改正：令和８年７月１日８動検第 250号） 

 

偶蹄類動物の血液輸入の際における動物検疫上の取扱要領 

 

１ 定 義 

この要領において「血液等」とは、偶蹄類の動物の血液及びその構成成分をいう。 

２ 適用範囲 

この要領は、病性鑑定の用に供する目的で輸入される血液等以外の血液等について 

適用する。 

３ 検査場所 

血液等の検査は、家畜伝染病予防法(昭和 26年法律第 166号。以下「法」という。)

第 40条第３項本文の場所において行なう。 

ただし、以下のいずれかのものであって、かつ、特殊な試験研究の用に供するもの

については、法第 40条第３項ただし書の場所(以下「指定場所」という。)において検

査を行なうことができることとし、この場合における血液等の取扱いについては、別

紙によるものとする。 

（１）別添のアの地域から輸入される豚及びいのしし以外の偶蹄類の動物に係る血液等

であって、「偶蹄類の動物の血液の輸入について」(平成 29年２月 28 日付け 28 消

安第 5279 号消費・安全局長通知。以下「消費・安全局長通知」という。)の記の１

又は２の条件について輸出国政府機関の証明があるもの。 

（２）別添のイの地域から輸入される豚及びいのしし由来の血液等であって、消費・安

全局長通知の記の３の条件について輸出国政府機関の証明があるもの。 

４ 輸入検査申請書の提出 

血液等を輸入しようとする者(管理する者を含む。)は、あらかじめ輸入場所を管轄

する動物検疫所に家畜伝染病予防法施行規則(昭和 26 年農林省令第 35 号。以下「規

則」という。)第 49条の輸入検査申請書に必要な書類を添付して提出する。 

５ 検査の実施 

家畜防疫官は、申請に係る血液等について、輸入検査申請書に基づき法第 37条の規

定の違反の有無及び家畜の伝染性疾病の病原体を広げるおそれの有無についての検

査を行う。 

６ 検査に基づく処置 



別添のア又はイの地域から輸入される血液等については法第 23 条に基づく処置を

講ずる。ただし、特定地域(平成 29年２月 28日農林水産省告示第 306号(家畜伝染病

予防法第 36条第１項第１号の農林水産大臣の指定するものを定める件)に規定する特

定地域をいう。)から輸入されるものであって、生産国において商品として流通してい

ることが確認され、かつ、次の事項が法第 37 条の検査証明書により確認できる場合

は、この限りではない。 

（１）生産地域(輸出用血液等を採取する偶蹄類の動物が出生後飼育されていた地域を

含む。)に過去１年以内に牛疫及び口蹄疫の発生がないこと。 

（２）輸出用血液等を採取する動物は、いかなる伝染病の兆候も認められないこと。 

７ 輸入検疫証明書の交付 

検査の結果、血液等が家畜の伝染性疾病の病原体を広げるおそれがないとみとめ

られるときは、法第 44条の輸入検疫証明書を交付する。 

８ その他 

偶蹄類の動物の体液、分泌液及び培養細胞については、この要領を準用する。 



別添  

 

アの地域 

規則第 43条の表の豚及びいのしし以外の偶蹄類の動物に係る法第 36条第１項第１号イ及びハ 

に掲げる物の中欄に定める地域 

イの地域 

規則第 43条の表の豚及びいのししに係る法第 36条第１項第１号イ及びハに掲げる 

物の中欄に定める地域



指定場所において輸入検査を受ける血液等の取扱い 

１ 輸送の方法 

携帯品又は貨物として輸入することとし、貨物にあっては輸入場所を管轄する動物 

検疫所気付とする。 

２ 容器包装の種類 

（１）血液等を入れる容器は、確実に栓ができる厚いガラス製又はプラスチック製など 

の非浸透性の容器を使用し、更に保護容器に納めること。 

（２）保護容器は、輸送中の振動、気圧の変化などに十分耐え血液等が外部へ漏出しな 

い堅固な外容器に納めること。 

（３）保護容器及び外容器内には、血液等を入れた容器が破損した場合の血液等又は内 

部に生ずることのある水分を吸収することのできる吸湿性の物質を十分に詰める 

こと。 

（４）すべての容器は、消毒又は焼却可能なものを使用すること。 

（５）外容器には、輸入検査を受ける動物検疫所名及びその所在地を記載すること。 

３ 検査場所の指定 

（１）血液等を輸入し、指定場所において検査を受けようとする者(以下「輸入者」と 

いう。)は、農林水産大臣の検査場所指定の命令書(以下「命令書」という。)の交 

付を受けたのち、血液等の輸入手続きを行うこと。 

（２）輸入者は、血液等の輸入検査場所指定申請書(別記様式。以下「申請書」という。) 

正副３部を、検査場所の指定を受けようとする場所を管轄する都道府県を経由して 

動物検疫所長に提出すること。 

（３）動物検疫所長は、申請書を審査し、必要があるときには家畜防疫官に現地調査を 

行わせることとし、その際管轄都道府県の家畜防疫員の協力を得ること。 

なお、家畜防疫官の現地調査は、申請場所について「専決事務処理について」(昭

和 28 年７月 31 日付け 28 畜局第 2749 号)の記の１の(１)のイ、ロ及びハ の条件

の具備状況を調査すること。 

（４）動物検疫所長は、家畜防疫官の行った現地調査の結果を添付して、申請書を畜産 

局長に進達すること。 

４ 輸入検査申請書の提出 

輸入者は、命令書の交付を受けたのち血液等の輸入手続を行い、血液等の輸入場

所を管轄する動物検疫所に、当該血液等の到着予定日の前日までに規則第４９条の



輸入 検査申請書を提出すること。 

ただし、携帯品として輸入するものであって事前に当該輸入検査申請書の提出が

困難な場合には、あらかじめその旨を動物検疫所に連絡しておくこと。 

５ 到着時の措置 

（１）家畜防疫官は、輸入しようとする血液等について、法第３７条の検査証明書の添 

付の有無及び証明事項、保管状況等を検査し、指定場所に送致して差し支えないと 

認めたときは、輸入者(輸送者を含む。以下同じ。)に対し、輸送方法、輸送経路 そ

の他防疫上の留意事項を指示書により指示すること。 

（２）動物検疫所長は、血液等を検査場所に送致したときは、速やかに指定場所を管轄 

する都道府県に送致月日、数量、場所等を通知すること。 

（３）輸入者は、血液等を指定場所に搬入したとき、速やかに輸入検査を行った動物検 

疫所及び都道府県に報告するとともに、家畜防疫官の指示に基づいて消毒等の処置 

を行うこと。 

６ 立入検査の実施 

輸入検査を行った動物検疫所長は、必要に応じて家畜防疫官を指定場所に立入ら

せ、 血液等の取扱い状況、指定場所内の動物の健康状況を検査するとともに必要な

指示を 与えること。 

７ 血液等の取扱い責任者の遵守事項 

血液等の取扱い責任者は、血液等の取扱い状況(使用量、残量、処理方法等)をそ 

の都度記録しておくこと。 

 

 


